
平成２１年度地域生活支援給付
単価改定（案）について
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障害福祉サービス等に係る
事業者説明会



１ 単価改定の趣旨
障害者自立支援法における障害福祉サービスについて、平成２１年度

報酬改定が為される予定となったため、サービス提供事業者の経営基盤の
安定、サービスの質の向上等を図るため、当該サービスの報酬体系を基調と
している地域生活支援給付についても報酬改定を行うこととしたものです。

２ 各サービスにおける共通事項

（１）統合上限額管理加算
５２単位 → １５６単位
障害福祉サービスにおいて、上限額管理結果に関わらず同様に加算
できる運用（地域生活支援給付に係る統合上限額管理と同様）とされた
ことから、地域生活支援給付における加算単位数を障害福祉サービス
並びとし、他の費用と同様原則９割の給付とします。
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３ 各サービスにおける個別事項

（１）移動支援
障害福祉サービスにおける通院等介助における改定事項について、

適用可能な事項について同様の改定を行います。
ア 基本報酬

障害福祉サービスの通院等介助と同等の単位数とします。
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（単位）

利用時間 身体介護有り 身体介護無し

現行 改定後 現行 改定後

３０分未満 ２３９ ２６４ ８３ １０９

１時間未満 ４１５ ４１７ １５６ ２０５

１時間３０分未満 ６０１ ６０６ ２３４ ２８６

２時間未満 ６７９ ６９２ － －

２時間３０分未満 ７５７ ７７７ － －

３時間未満 ８３４ ８６３ － －

以後３０分ごと ７３ ８６ ７３ ７３



イ 特別地域加算（新設）
所定単位の１５％を加算
障害福祉サービス同様、中山間地域に居住している者に対して提供
されるサービスについて評価

ウ 初回加算（新設）
２０８単位
障害福祉サービス同様、サービス提供責任者が特に労力を要する標記

の対応を評価

エ 緊急時対応加算（新設）
１回につき１０４単位（身体介護有りの方のみ、月２回まで）
障害福祉サービス同様、サービス提供責任者が特に労力を要する標記

の対応を評価
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（２）訪問入浴サービス
介護保険制度における訪問入浴介護に係る改定事項について、適用

可能な事項について同様の改定を行います。
ア サービス提供体制強化加算（新設）
２４単位／回
介護保険制度において当該加算の対象となる事業所の提供する
サービスについて標記単位数を加算

（３）日中一時支援（日中預かり型）
本サービスにつきましては、平成１８年９月までの短期入所の日中預かり
分の単価を元に、単価体系を独自に本市で策定したものですが、障害
福祉サービスの報酬改定内容に鑑み、所要の改定を行うこととします。
ア 基本報酬
短期入所における短期利用加算について、障害福祉サービスに新設
された医療機関での日中預かりにも適用されることから、日帰りサービスで
ある本サービスの趣旨に鑑み、一律に当該加算分報酬を加算します。
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（４）日中一時支援（放課後対策型）
本サービスについては、平成１８年９月までの障害児タイムケア事業の
補助単価を元に、単価体系を独自に本市で策定しましたが、障害福祉
サービスの報酬改定内容に鑑み、所要の改定を行うことします。
ア 欠席時対応加算（新設）
９８単位／回（月４回まで）
障害福祉サービスにおける児童デイサービスと同様、急病等による
利用の中止の際の人員体制に係る経費及びその後のフォローアップを
評価します。

6

（単位）

利用時間 ４時間未満 ８時間未満 ８時間以上

利用者区分 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

基本 １６３ １９５ ３２６ ３５８ ４８８ ５２０

遷延性障害児者 ３５１ ３８３ ７０１ ７３３ １，０５１ １，０８３

重心障害児者 ５０４ ５３６ １，００７ １，０３９ １，５１１ １，５４３



（５）生活サポート
障害福祉サービスにおける居宅介護における改定事項について、適用

可能な事項について同様の改定を行う。
ア 基本報酬
家事援助と同様の単価とする。

イ 初回加算（新設）
２０８単位
障害福祉サービス同様、サービス提供責任者が特に労力を要する標記
の対応を評価
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（単位）

利用時間 現行 改定後

３０分未満 ８３ １０９

１時間未満 １５６ ２０５

１時間以上 ２３４ ２８６


